






６ 休講・補講 
各授業科目の担当教員及び学校行事などやむを得ない事情が生じた場合には休講

とする。 
休講、補講の通知は掲示板により連絡する。 
連絡がなく 30分以上経過しても講義が開始されない場合は休講とする。 

 
７ 試  験 

各学期ごとに期末の定期試験を行う。但し、通年科目については一括して後期末に

試験を行う場合がある。 

定期試験は 100 点をもって満点とする。 

（１） 定期試験日程等は掲示する。（試験開始日１週間前） 

（２） 学生は試験中机上に学生証を提示する。（忘れた場合は仮学生証を提示すること） 

（３） 試験開始より 30 分以上遅刻した場合は受験資格を失う。 

（４） 試験開始後 30分を経過するまでは試験会場より退場できない。 

（５） 答案用紙に氏名、学籍番号がない場合は評価されない。 

（６） 不正行為を行った者はその年度の当該試験期間における受験を無効とする。 

（７） 試験結果は担当教員又は学科長より本人に通知する。 

 

８ 再試験・追試験 
定期試験が 60点未満であった者に対しては、再試験を行うことがある。再試験の

有無は、担当教員の判断による。 

学生がやむを得ない理由により定期試験を受験できなかった場合は追試験を行う

ことができる。正当な理由なく定期試験を受験しなかった者はその年度の当該科目の

追試験を受けることができない。 

再試験、追試験の受験（再試験、追試験に相当する課題の提出を含む）は、定期試

験再試験願、定期試験追試験願に受験料（再試験料１科目 3,000 円、追試験料 1科目

1,000 円）を添え庶務課に申し込むこと。期日は別表第 3のとおりとする。 

（１） 再試験・追試験日程等は掲示する。 

（２） 追試験を認める理由 

イ 病気及び負傷（医師の診断書が必要） 

ロ 忌引 

ハ 災害、交通事故などで登校が不能となった場合 

ニ その他やむを得ないと認められる場合 

（３） 学生は、試験中机上に学生証及び再試験許可証・追試験許可証を提示する。 

（４） 学生は、所定の期日までに申込書に必要事項を記入し受験料を添え庶務課に

提出すること。 

（５） 試験結果は、担当教員又は学科長より本人に通知する。 

 

９ 成績評価 
成績評価は、担当教員が採点した試験と平常成績等を総合して判断する。 

平常成績は、随時行う小論文、学習状況、出席状況等で判断する。 

実習の成績は、学習目標達成度等により、総合的に評価される。 
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10 学業成績 
学業成績の評定は次のとおりとする。 

80 点以上 Ａ （優） 

70 点以上 80 点未満 Ｂ （良） 

60 点以上 70 点未満 Ｃ （可） 

60 点未満 Ｆ （不可） 

不履修 Ｎ 

成績評価は、Ａ、Ｂ、Ｃを合格とし、Ｆを不合格とする。 

 
11 進  級 

各学年次の全課程を修了したと認められる者を進級させる。 

各学年次の授業科目のうち、１科目不合格科目あるいは不履修科目があるときは、

次年次に進級できず留年とすることを原則とする。また、各学年次中に不合格科目が

発生した場合、原則として当該期間における講義および実習を受講できない。 

再試験の科目数が当該学年全科目数の3分の1以上である場合には留年とすること

がある。 

留年は 1学年次につき 1年とし、それ以上の者については除籍処分とする。 

 

12 休  学 
休学期間は通常の就学期間と留年期間を合わせた期間を超えないで復学できる範

囲内の期間とする。 

 

13 再履修 
留年の決定した者は、原則としてその学年の全科を再履修しなければならない。 

 

14 卒  業 
卒業は、全ての科目を履修したものに行う卒業試験で判断する。 

 

15 学生証 
入学手続きを完了した者は、入学後学生証の交付を受ける。 

学生証は、登校の際に必ず携帯していなければならない。 

学生証は、本人以外にこれを使用することができない。 

学生証の有効期限は、発行より３年間とする。但し、再交付を受けた場合は、学生

証の有効期限までとする。 

学生証の有効期限が経過したとき、紛失したときは直ちに届け出て再交付を願い出

なければならない。 

学生証は退学、除籍の場合は直ちに返納しなければならない。 

 

16 学籍番号 
入学時に決定した学籍番号は、在学中において学生固有の番号になる。 

学籍番号は、学生証、試験、諸届、図書の利用その他に利用される。 

学籍番号は、卒業後も各種証明書の請求の際に明記しなければならない。 
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17 証明書 
証明書の交付を必要とするときは、所定の様式に必要事項を記入し、手数料を添え

て願い出ること。 

 

18 変更届 
住所・氏名・本籍地に変更があった場合、その都度所定の様式により届け出ること。 
保証人及び保証人住所に変更があった場合には、直ちに届け出ること。 

 
19 校内施設の使用について 

集会又は行事のため校内の施設、設備を使用するときは、所定の様式により願い出

て、許可を得なければならない。 
 
20 掲示について 

校内に印刷物等を掲示する場合は、所定の様式により願い出て、許可を得なければ

ならない。 
 
21 器物破損及び紛失について 

学校の施設を破損したとき、機器・物品等を破損または紛失したときは、速やかに

届け出ること。この場合、原則として損害を賠償しなければならない。 
 
22 車両通学について 

自動車、バイク（原動機付自転車を含む）通学については認める。但し、敷地内乗

り入れを禁止とする。 
自転車通学をする場合は自転車損害賠償保険等に加入し、加入者証の写しと自転車

登録届を庶務課に提出すること。自転車は学生用駐輪場に駐輪すること。 
 
23 服装等について 

校内では学生証を着用すること。 
校内では内履きを使用すること。 
服装は自由である。（指示のあるときを除く） 
身だしなみは清潔にして見苦しくないよう常に心掛けること。 
臨床実習においては、実習施設の指示に従うこと。 

 
24 喫煙について 

校舎内での喫煙を禁止する。 
 

25 ロッカーについて 
男女別に更衣室があり、各個人ごとにロッカー（鍵付き）を貸与する。 
使用に際しては清潔にし、整理整頓を心掛けること。 
鍵を紛失した際には即座に申し出て、個人負担で鍵を作ること。 

 
26 奨学金について 

各種奨学金の案内については、掲示により行うので常に掲示板に注意すること。 
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27 その他 

学生への通知は、所定の掲示板に掲示する。 

各種届出等の事務手続きは、別表第３のとおりとする。 

庶務課 学生窓口の受付時間 月曜日～金曜日 9:00～17:00 

 

 

附  則 
１ この学生規則は、平成 12年 4月 1日から施行する。 

２ この学生規則は、平成 13年 4月 1日から一部改正により施行する。 

（5項、7項、10 項、11項、12 項、24項、25 項） 

３ この学生規則は、平成 14年 4月 1日から一部改正により施行する。 

（5項、8項） 

４ この学生規則は、平成 15年 4月 1日から一部改正により施行する。 

  （4 項、10項、11項、13項）    

５ この学生規則は、平成 18年 4月 1日から一部改正により施行する。 

  （14 項） 

６ この学生規則は、平成 20年 4月 1日から一部改正により施行する。 

  （15 項） 

７ この学生規則は、平成 21年 4月 1日から一部改正により施行する。 

  （7 項、14項、21項、22項、23 項、24項、25 項、26 項、27 項） 

８ この学生規則は、平成 27年 4月 1日から一部改正により施行する。 

  （7 項、9項、10 項、15項、27 項） 

９ この学生規則は、平成 28年 4月 1日から一部改正により施行する。 

  （3 項、4項、15 項） 

  10 この学生規則は、平成 31年 4月 1日から一部改正により施行する。 

    （3 項、6項、7項、8項、9項、22項、23 項） 

  11 この学生規則は、令和 3年 4月 1日から一部改正により施行する。 

    （8 項、27項） 
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別表第 3 

◇ 各種願出・届出  
名 称 摘 要 提出期限 

遅 刻 ・ 早 退 ・ 欠 課 届 
併せて「学生遅刻・早退・欠課報告書」を

提出すること 再登校初日より 

１週間以内 
欠 席 届 併せて「学生欠席報告書」を提出すること

定 期 試 験 欠 席 届 
学生規則に示す追試験を認める理由（傷病

の場合は医師の診断書が必要） 

定期試験当日を含

め３日以内 

公 欠 願 

学生規則に示す公欠扱いとなる理由（傷病

の場合は医師の診断書が必要） 

併せて「学生公欠報告書」を提出すること

公欠期間最終日の翌

日より１週間以内 

休 学 願 2ケ月以上休学する場合 

復 学 願 

退 学 願 
 

身 上 異 動 届 
本人および保護者の住所・電話番号の変更

があった場合 

事由発生日より 

１週間以内 

保証人住所変更届兼変更届 

施設・備品破損紛失届 学校の施設・備品等を破損した場合 

施 設 使 用 許 可 願 
１週間前 

物 品 借 用 願 

掲 示 許 可 願 ３日前 

定 期 試 験 再 試 験 願 受験料 3,000 円／1科目 試験前日（但し、学

生窓口執務時間に

限る） 定 期 試 験 追 試 験 願 受験料 1,000 円／1科目 

◇ 各種証明書  
名 称 申 請 用 紙 手 数 料 備 考 

学生旅客運賃割引証 学生旅客運賃割引証発行願 ― 
 

通 学 証 明 書 通学証明書発行願 ― 通学定期券を購入する場合 

学生証（再交付） 学生証再交付願 1,000 円 
紛失・汚損・盗難・改姓名・有

効期限切れ（留年等）の場合 

仮 学 生 証 仮学生証発行願 ― 定期試験中 １回限り 

在 学 証 明 書

証明書交付願 500円／1通
使用目的 および 提出先を

明記すること 

成 績 証 明 書

卒 業 証 明 書

卒 業 見 込 証 明 書

１. 変更や必要が生じた場合は、すみやかに所定の様式にて庶務課へ届け出て許可を得ること。 

２. 証明書の申請 

所定の申請に必要事項を記入し、手数料を添えて庶務課まで申し込むこと。 

３. 交付について 

9：00 ～ 12：30受付分は申請日の当日の13：00以降の交付、 12：30 ～ 17：00受付分

は申請日の翌執務日9：00以降の交付 を原則とする。（但し、成績証明書および学生証の

交付については、発行に日数を要することがあるので早めに申請すること。） 
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４ 図書室利用規程
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図書室利用規程  
 
 
（総  則） 
第１条 この規程は、図書室を適切に運営することを目的として定める。 
 
第２条 図書室を利用できる者は次のとおりとする。 

（１） 本校の学生及び教職員 
（２） その他、校長が許可した者 

 
 
（開室及び休室） 
第３条 図書室の開室時間及び貸出時間については季節により異なるのでその都度掲示す

る。 
 
第４条 図書室の休室日は次のとおりとする。 

（１） 土曜日、日曜日 
（２） 国民の祝日 
（３） 開校記念日 12 月 24 日 
（４） 年末年始 
（５） 図書室の都合により休室を必要とする期間。ただし、この場合、期間は

その都度掲示する。 
２ 前項の規定にかかわらず教職員が必要と認めたときは、図書室を開室すること

ができる。 
 
 
（入室規則） 
第５条 入室者は次のことを厳守する。 

（１） 静粛 
（２） 禁煙 
（３） 飲食禁止 
（４） 携帯電話の使用禁止 
（５） 教職員の指示事項 

 
第６条 鞄類は所定の棚に置くこと。（筆記用具・ノート類を除く） 
 
 
（閲  覧） 
第７条 閲覧は図書室でする。図書は大切に扱い、閲覧後は必ず元の位置に返却する。 
 
 
（室外貸出） 
第８条 室外貸出を希望する者は次の手続きをする。 

（１） 学生は学生証を提示する。 
（２） 貸出を希望する者は教職員に申し出る。 
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第９条 室外貸出数は次のとおりとする。 
（１） １人 3冊または 3編以内 
（２） 長期休業中の貸出数はその都度掲示する。 

 
第 10条 図書資料の貸出期間は次のとおりとする。 

（１） ７日間以内 
（２） 長期休業中の貸出期間はその都度掲示する。 

 
第 11 条 必要図書資料が貸し出されている時は、予約帳に所要事項を記入して提出すれば、

その図書資料が返却された後、優先して貸出を受けることができる。 
（１） 予約は１人１冊または１編とする。 

 
第 12条 次の図書資料は貸出をすることができない。 

（１） 禁帯出図書資料 
（２） 遂次刊行物 
（３） 未装丁図書 
（４） その他指定する図書資料 

 
第 13条 視聴覚資料は教職員の指示により学内で利用できる。 
 
 
（紛失破損） 
第 14条 図書資料を紛失・破損した者は 1ヶ月以内にそれと同一図書資料、もしくは同額

の弁償をする。 
 
第 15条 紛失・破損した図書資料は程度により図書室長の指示する額を１ヶ月以内に弁償

する。 
 
第 16条 紛失・破損をした者は、弁償業務を果すまで、図書資料の閲覧及び貸出を一切停

止する。 
 
 
（雑  則） 
第 17条 この規程の改廃は教員会議の議決を経て、理事会の承認を得るものとする。 
 
第 18 条 この規程に定めてない事項で図書室運営に必要な事項については、校長の許可を

得て、適当な処置を講ずるものとする。 
 
 
附  則 

１ この規程は平成 12年 4月 1 日から施行する。 
２ この規程は平成 13年 4月 1 日から一部改正により施行する。 
  （第 2条、第 4条、第 5条、第 6条） 
３ この規程は平成 14年 4月 1 日から一部改正により施行する。 
  （第 4条） 
４ この規定は平成 16年 4月 1 日から一部改正により施行する。 
  （第 4条、第 6条、第 8条） 
５ この規定は平成 27年 4 月１日から一部改正により施行する。 
  （第 6条） 
６ この規定は平成 31年 4 月１日から一部改正により施行する。 
  （第 5条） 
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５ 試験規程  
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試 験 規 程  
 
（総  則） 
第１条 学則に定める試験を実施する場合はこの規程による。 
 
 
（受験資格） 
第２条 定期試験は次の各号の一つに該当する者は受験できない。 

（１） 出席時数が実際に行なわれた授業実施時数の 3分の 2に満たない者。 

（２） 出席時数が実際に行なわれた演習・実習実施時数の5分の4に満たない者。 

（３） 授業料、その他の諸学納金未納の者。 

（４） 教員会議において受験停止を決議された者。 

 
 
（定期試験） 
第３条  定期試験は学年の学期末毎に実施することを原則とする。ただし、必要のあると

きは、随時これを行うことができる。 
 

第４条  試験の教科目、日時、時間割等は原則として１週間前に掲示する。 
 
第５条  次の各号の一つに該当する者は、試験会場に入室できない。 

（１） 受験資格を有してない者。 
（２） 学生証を所持していない者。 
（３） 定刻から 30 分以上遅刻した者。 
（４） 試験監督者の許可なくして、試験会場から退室した者。 
 

第６条  試験開始 30分を経なければ退室できない。ただし、やむを得ない事由により試験

監督者の許可を得た場合は、その限りではない。 
 
第７条  答案用紙は所定のものを使用し、書き損じた場合もそれを提出しなければならな

い。 
 

第８条  受験をした者は必ず答案を提出しなければならない。 
 
第９条  退室するときは、答案を試験監督者の指定する場所に置かなければならない。 
 
第 10条 受験中に不正行為をした者、あるいは、不正行為があったと認められる者はその

受験科目は判定せず、学則第 21 条に基づき懲戒を処する。 

 
第 11条 履修した科目については、必ず受験しなければならない。ただし、やむを得ない

事由により受験できない場合は、当該科目の担当教員の許可を得なければならない。 
 
 

（追試験） 
第 12条 第３条で規定する定期試験を受験できなかった者は、１回限り追試験を受けるこ

とができる。 
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第 13条 追試験を受けることができる者は、次の各号の一つに該当するもので、教員会議

を経て、校長が正当であると認めた者に限る。 
（１） 病気および負傷などのため登校できなかった者。（医師の診断書が必要） 
（２） 忌引きのため欠席した者。 
（３） 火災、風水害、交通事故などで登校不可能のやむを得ない事由が生じた場合。 
（４） その他、やむを得ないと認められる事由により欠席した者。 

２ 前項の事由により定期試験を受験できなかった者は、定期試験当日を含め３日

以内に定期試験欠席届を提出すること。ただし、欠席の理由によっては証明書類

（医師の診断書等）を提出しなければならない。 

３ 追試験受験を認められた者または追試験に相当する課題を課せられた者は、追

試験受験料 1科目 1,000 円を添えて、定期試験追試験願に必要事項を記入し、庶

務課に申し込むこと。期日は学生規則別表第 3のとおりとする。 

 

第 14 条 追試験の教科目、日時、時間割はその都度掲示する。 
 
 
（再試験） 
第 15条 定期試験が 60点未満であった者に対しては、再試験を行うことがある。再試験

の有無は、担当教員の判断による。なお、合格者の成績は 60 点とする。 

 
第 16条 再試験受験を認められた者または再試験に相当する課題を課せられた者は、再試

験受験料 1 科目 3,000 円を添えて、定期試験再試験願に必要事項を記入し、庶務課

に申し込むこと。期日は学生規則別表第 3のとおりとする。 

 

第 17 条 再試験の教科目、日時、時間割はその都度掲示する。 
 
 
（進級・卒業） 
第 18 条 当該学年で実施する科目の試験にすべて合格しなければ進級及び卒業できない。 
 
 
 
附  則 

１ この試験規程は平成 12 年 4 月 1 日から施行する。  

２ この試験規程は平成 13 年 4 月 1 日から一部改正により施行する。 

（第 2条、第 13 条、第 16 条） 

３ この試験規程は平成 14 年 4 月 1 日から一部改正により施行する。 

（第 2条） 

４ この試験規程は平成 21 年 4 月 1 日から一部改正により施行する。 

（第 16 条） 

５ この試験規程は平成 27 年 4 月 1 日から一部改正により施行する。 

（第 13 条） 

６ この試験規程は平成 31 年 4 月 1 日から一部改正により施行する。 

（第 5条、第 6条、第 9条、第 11条、第 13条、第 15条、第 16条） 

７ この試験規程は令和 3年 4月 1日から一部改正により施行する。 

（第 13 条、第 16 条） 
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試験規程施行細則 
 
 
１ 試験会場への入室は試験開始 10 分前より行なう。 

 

２ 試験は当日は定められた席にて受験する。 

 

３ 試験会場への持ち込みは、学生証、筆記用具（鉛筆、シャープペンシル、消しゴム）、

時計（携帯電話等の通信機能があるものは不可）、その他担当教員から許可された物の

み認める。 

 

４ ３で定めた以外の物は全て学生ロッカーに入れ施錠し、試験会場への持ち込みは禁止

とする。持ち込みが発覚した場合は不正行為とみなす。 

 

５ 学生証を忘れた者は仮学生証発行願に必要事項を記入し庶務課に申し込むこと。仮学

生証は発行日当日のみ有効とし、当該定期試験期間中および卒業試験期間中 1回限りの発

行とする。 

 

６ 試験中、体調不良となり受験続行が困難となった者は試験監督者に申し出る。その時

点で受験終了を希望するときは試験監督者の許可のもと、速やかに退室する。休養を希望

する場合は試験監督者の許可を得、補助教員と同行の上、保健室にて休養を取ることがで

きる。この場合、試験時間内であれば同行の補助教員の許可を得て再び試験会場に入室し

試験を続行することができる。ただし、試験時間の延長（休養中の時間分）はしない。ま

た、保健室での受験は認めない。 

 

７ 一旦受験を開始した科目については理由の如何を問わず追試験の対象とはならない。 

 
 
 
附  則 

１ この細則は、平成 13年 4月 1 日から施行する。 

２ この細則は、平成 21年 4月 1 日から一部改正により施行する。 

（第 6項） 

 ３ この細則は、平成 31 年 4 月 1 日から一部改正により施行する。 

（第 1項、第 2項、第 3項、第 4項、第 5項、第 6 項、第 7項） 

 ４ この細則は、令和 2年 4月 1日から一部改正により施行する。 

（第 5項） 
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